
 

  
 

医療従事者の勤務環境の改善に向けた手法の確立のための調査・研究 

 
 

働きやすく、働きがいのある職場づくりを 

はじめてみませんか 

 

 

“医療分野の「雇用の質」向上のための 

勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き“の概要 

      
 
「雇用の質」を向上させる勤務環境改善の取組により、医療スタッフを惹きつけられる

施設となるだけでなく、「医療の質」が向上します。 
 医療スタッフにとって・・・勤務負担の軽減、やりがいの向上 等 
 患者にとって・・・質の高い医療が提供される 等 
 経営にとって・・・コストの適正化、経営の質の向上 等 

医療スタッフ、患者、そして経営にとって WIN-WIN-WIN となるような好循環を作る取

組をスタートし、患者から選ばれる、経営の質の高い施設を実現していきましょう。 

  
 
医療従事者の勤務環境の改善に向けた手法の確立のための調査・研究班 

平成 26 年３月 

「雇用の質」
の向上

経営の安定化

患者満足度
の向上

「医療の質」
の向上

人材の確保・定着
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安全で質の高い
医療の提供
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勤務環境改善
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「雇用の質」とは・・・

①適切な労務管理

②職員の健康支援

③働きやすい環境整備

④働きがいの向上 など

働きやすく、働きがいのある職場づくりを 

はじめてみませんか 



 

  
 

勤務環境改善マネジメントシステムとは？ 

 
勤務環境改善マネジメントシステムとは、各医療機関等において、「医師、看護職、薬剤

師、事務職員等の幅広い医療スタッフの協力の下、一連の過程を定めて継続的に行う自主

的な勤務環境改善活動を促進することにより、快適な職場環境を形成し、医療スタッフの

健康増進と安全確保を図るとともに、医療の質を高め、患者の安全と健康の確保に資する

こと」を目的として、各医療機関等のそれぞれの実態に合った形で、自主的に行われる任

意の仕組みです。 
関係者が自分たちの置かれた勤務環境の現状を把握し、抽出した課題に対する改善を行

うことにより、創意工夫による経営の安定や、職場がより魅力的になることにより人材確

保にも貢献する効果が期待されます。労働時間管理をはじめとする適切な労務管理や健康

支援、働きやすい環境整備はもちろんのこと、ワーク・ライフ・バランス(WLB)やキャリ

ア形成等も視野に入れ、働きがいの向上を目指した環境整備に関わる幅広い取組を目指し

ていきましょう。また勤務環境改善の取組は、医療機関全体で行うテーマもあれば、職種

固有の課題については職種単位で行うといったテーマもありますので、自機関にあった取

組の進め方を検討しましょう。 
また勤務環境改善マネジメントシステム導入にあたり、労務管理面はもとより、職員確

保、労働安全衛生、組織マネジメント面のほか、診療報酬や補助制度等のさまざまな公的

支援制度の活用を含めて、多岐にわたる関連分野とセットで検討することが効果的です。

なお、必要に応じて外部の専門家や公的機関から公的支援制度の仕組や法規制について説

明を受けることができるよう、平成 26 年度中に各都道府県での相談支援体制の整備に向け

準備中です。検討にあたっては、こうした支援を活用しましょう。 
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「雇用の質」向上の取組とは？ 
 

「雇用の質」向上について検討したい内容として、大きく 4 つの領域が想定されます。

働きやすい環境整備、そして働きがいの向上を目指した環境整備に関わる幅広い取組があ

りますので、自機関の状況に応じて、優先順位をつけて取組を進めていきましょう。

  
 

 
過重労働による健康障害の防止や医療安全のためには、長時間労働をできるだけ

改善することが重要です。適正に労働時間の管理を行うためのシステムや業務体制

や指示のあり方を検討しましょう。 
 

例えば･･･ 
○労働時間管理の視点 
○労務管理の視点 
○職種ごとの負担軽減の視点       ／等 

 
 

 
 
医療スタッフが心身ともに健康な状態で仕事に臨むことは、医療安全や質の高い

医療を提供する上で不可欠です。そのための職場での協力体制や、対策を考えてみ

ましょう。 
 

例えば･･･ 
○職員の健康の確保の視点        ／等 

 

「雇用の質」向上の取組

「医療の質」の向上
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① 働き方・休み方改善に取り組む場合 

② 職員の健康支援に取り組む場合 



 

  
 

 
 

医療スタッフを確保し、長く活躍し続けてもらうために重要な「働きやすい環境」

とはどのようなものかを考え、子育て支援や多様な勤務形態の導入等、ハ－ド面・

ソフト面の双方での対応を検討してみましょう。 
 

例えば･･･ 
○仕事と子育ての両立支援の視点 
○仕事と介護の両立支援の視点 
○職員の安全の確保（暴言・暴力等への対策）の視点 
○いじめ・ハラスメント対策の視点 
○地域活動支援の視点 
○職員満足度の向上の視点         ／等 

 
 

 
 

組織の活性化、質の高い医療の提供のためには、医療スタッフのモチベ－ション

の向上が欠かせません。モチベ－ションを上げ、職員満足度を高めるための対策を

検討しましょう。 
 

例えば･･･ 
○（専門職としての）キャリアアップ支援の視点 
○人事異動によるキャリアアップの視点 

 ○休業後のキャリア形成の視点 
○給与・手当て等の処遇改善       ／等 

 
 
 

  

③働きやすさ確保のための環境整備（ソフト面・ハード面）に取り組む場合 

④働きがいの向上に取り組む場合 



 

  
 

勤務環境改善マネジメントシステム導入ステップ 
 

医療従事者の勤務環境改善に向け、医療機関全体での継続的な取組として、現状分

析から課題を明確にし、本格的に取組を進めたい場合は、勤務環境改善マネジメント

システムを導入するとよいでしょう。 
勤務環境改善マネジメントシステムを導入するにあたって、まずは、そのステップ

の全体像を確認してみましょう。方針表明から始まり、評価・改善にいたる６つのス

テップとなっています。 
勤務環境改善の取組を一時的なものとして終わらせてしまうのではなく、無理なく

継続的な活動として取り組んでいくことにより、実質的な成果を創り出していくこと

ができます。そのためには勤務環境改善のための PDCA サイクル（勤務環境改善マネ

ジメントシステム）を確立し、継続的にサイクルを回していくことが重要です。下記

のように一定の手順を踏んで、ステップ･バイ･ステップで着実に取組を進めていきま

しょう。 
 

勤務環境改善マネジメントシステム導入ステップ 
 

 
 
  

【ステップ１】

方針表明
取組の方針を周知し、取組をスタートしましょう！

【ステップ２】

体制整備
多職種による継続的な体制をつくりましょう！

【ステップ３】

現状分析
客観的な分析により課題を明確化しましょう！

【ステップ４】

計画策定
目標と達成のための実施事項を決めましょう！

【ステップ５】

取組の実施
１つ１つ着実で継続的な実践を！

【ステップ６】

評価・改善
成果を測定し、次のサイクルにつなげましょう！

マネジメント
システム

導入準備

計画

実行

評価・改善

Plan

Do

Check & Act

P.19

P.21

P.24

P.27

P.32

P.35



 

  
 

医療機関における取組事例の紹介 
 

＜全部門からメンバ－が参加する委員会を設置し、病院全体で展開する取組＞ 

 

施設名 社会医療法人 さいたま市民医療センター 

設立年 平成 21 年 

所在地 埼玉県さいたま市 

病床数 一般病床340床（うち回復期リハビリテーション47病床） 

一般病棟入院基本料 ７対１ 

職員数 常勤は 410 名、非常勤 74 名（常勤換算 438.7 名） 

常勤のうち診療部 48 名、看護部 249 名 

 
勤務環境改善マネジメントシステム導入の契機、狙い 

○ 女性医師を積極的に活用するための手段として週 4 日の常勤制度を導入するなど、医

師の負担軽減に向けた取組は進めているものの、医師事務作業補助者のスキルのばら

つきなど、まだ改善の余地がある。 
○ 医師事務作業補助者の活用のみならず、多職種でのワークシェアを進め、医師の負担

軽減を進めたい。 
○ そこで、各部署より多職種の職員をもって、事務部長を委員長とする「勤務環境改善

検討委員会」を設置。院長、副院長も副委員長として関与し、勤務環境改善に向けた

現状分析から計画の策定までを行うこととした。 
 

勤務環境改善マネジメントシステム導入の概要 
○ 第一回委員会では、医師の負担軽減に関連して、各職種から現状の課題の説明、第二

回委員会では、現状分析を基に各職種ごとの対策について検討を行った。全部門から

メンバ－が参加し、病院全体で医師の負担軽減を考えることで、有意義な意見交換が

実現した。 
○ その後、各職種ごとに対策を検討、アクション･プランを作成し、第三回委員会にて

さらに意見交換を行い、取組内容の見直しを行った。 
○ 具体的な取組内容として、ドクターズクラーク（医師事務作業補助者の当院での呼称）

や臨床検査科による教育計画の策定や、医療安全管理室による重大医療事故 0 に向け

た取組、診療情報管理室による学術用データ･資料の速やかな提供などが立案された。

医師の負担軽減というテーマであったが、医師に限定した取組ではなく、各職種の取

組として、医師だけでは対応できない、その職種固有の取組も検討された。 



 

  
 

○ 経営層も関与した病院全体としての取組だからこそ可能なアクション･プランの作成

につなげることができた。 
 

勤務環境改善マネジメントシステム導入により期待される効果 
○ 各職種が作成したアクション･プランには、スキルアップや業務の効率化を通じて医

師の負担軽減に貢献する内容も多く、医師の負担軽減に加え、各職種のスキルアップ

や業務の効率化という効果も期待できる。 
○ 今後も、引き続き全部門からメンバ－が参加する「勤務環境改善検討委員会」を定期

的に開催し、経営層も関与しながら、病院全体の取組として PDCA を回していく予

定である。 
 
作成したアクション･プランの一部（ドクターズクラークの教育計画） 
 

【現状分析・対策立案シート】 
 

  

 
 

 
 【アクションプラン･シート】 

 

  
 
 

【「雇用の質」向上マネジメントシステム】現状分析・対策立案シート

ミッション
（理念）

ビジョン
（中期的な目標）

1年後の勤務環境改善目標

今年度の取組

3年間の取組

市民の健康と生命を守るため、地域医療連携の中心的な役割を果たし、安全で良質な医療の提供に努めます

第2次中期計画（平成25年～平成29年）
　診療体制の視点から：救急医療体制の充実・強化、専門医療の充実
　経営上の視点から：病院の経営改革の推進、健全経営の維持、資産の有効活用
　管理面の視点から：安全で安心できる医療の提供、コンプライアンスの確保、わかりやすい情報の提供、病院機能評価の更新
　職員の人材育成と安全性の視点から：医療の質および患者サービスの質の向上、職員満足度の向上、人事考課制度の活用

勤務環境の現状

取組テーマ：医師の勤務環境改善
【ドクタ－ズクラ－ク】
 業務内容は内規に記載されており、それらについてはほとんどを行っているが、医師からはまだまだ

任せられていない状況
 採用は他の課から移った者が多く全部で９名。うち新卒３名。常に３人１チ－ムで新卒を一人にしない
 研修は、経験年数が多い者は外部研修に出し、新人はＯＪＴから
 クラ－クも診療情報管理士の資格を取得してほしい。それにより、病名や患者の状態まである程度わ

かるようになることに期待。入院サマリ－にも携わってほしい。
【その他職種】
 薬剤科が患者の服薬状態を把握することにより、医師にアドバイスが出来る。病棟薬剤業務加算に

対応。当直もあり勤務はハ－ド。地方の２次医療の病院の給料はさほど良くないため、都心の病院に移
る。人が足りない
 検査科も当直を担当する。結果、多様な検査に対応できるようになったが、人数が足りない
 放射線技師は、夜間救急に対して複雑なもの以外の脳の画像は全員がとれるようになった。脳外科

の医師に対応するためには更なるランクに上げる必要がある
 看護部としては、たとえば夜間など、人が足りないためにインシデントが起こったりする。死角になって

いる場所での転倒等を防ぐために、看護補助職の増員を望む。配置は十分だが、補助職がほしい
 リハビリ科で、総合実施計画書を作成している。書類の枚数がかなり多い。いまでも医師の書類の補

助はかなり行っている
 MACT（モニタ－アラ－ムコントロ－ルチ－ム）を立ち上げ、事務職を含めて参加し、不要なアラームを

鳴らさない環境づくりなど、ハ－ド面での負担軽減策を検討
【医師】
 医師同士の負担軽減、総合医の育成（医師の業務が診療科ごとに細分化されすぎている事による弊

害に対し、内科全員が総合診療できる環境を作った。中間管理職である医師が連携すると下が真似す
る。医師同士の情報共有が出来てきた）
 女性医師の活用（内科離れを食い止めるために、出来る範囲はどこまでか確認。出来ないところは総

合診療医がカバ－して、週４日の常勤職を作った）
 総合診療科と専門診療科の連携（300床以上の病院だと医局が違うことからみんなで分け合う文化の

醸成が出来ていない。当病院は、300床でありながらも、みんなで分け合う文化が出来た。医局を向くの
ではなく、自院を見ている）
 地域連携

病院の総合診療内科　VS　ファミリ－フィジシャン　の構図
（病院の総合診療内科がかかりつけ医の業務もやるから外来があふれる。患者教育が重要。これによ
り、病院のル－ル（病院の役割など）を周知し、地域連携で対応することが可能）

【ドクタ－ズクラ－ク】
ドクターズクラーク全体の能力アップを計り、診療録
の入力、入退院時の書類作成、サマリーの記載な
ど、医師の診療が円滑に行えるように補助する。
（１年後の目標）
　・新人職員3名→担当科の業務を一人でできる状態
　・2年目以上の職員→複数の科の業務を担当できる
状態

がん登録、DPC導入に向けて知識の向上を計る。

課題（目標と現状のギャップ） 課題が生じている原因

【ドクタ－ズクラ－ク】
 業務内容は内規に記載されているが見直しが必要。今後の強化が課題。
 トレ－ニングの方法は今後の課題。系統立てた育成の仕組み（キャリアプラン）を作りた

い。

・新しい職種で前例がないため、試行錯誤の状態である。
・専門知識を必要とする文書や診療記録入力を行うスキルが不足し
ている。
・担当科で知識を深める事と、複数科を幅広く出来るようにする事の
両方を求められているが、両方を一度に行うのが難しい。

・複数の科の業務を担当できるようにする。
・新人3名は、昨年度に引き続き、担当科の業務を充実させる。

対策（課題解決策）

【「雇用の質」向上マネジメントシステム】アクションプラン･シート

担当者 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

新入職オリエンテーション（病院の組織、医療安全、感染防止、接遇など） 総務部、医療安全室

医療法関連法規、保険制度（個人情報保護法など） 診療情報管理室

医療文書の作成（定型の診断書、2回目以降の継続文書）
　比較的難易度の低い文書から始め医師のチェック前に先輩が確認

各診療科の先輩
ドクターズクラーク

診療録の代行入力（問診票、バイタルの入力、検査オーダー、再診予約オー
ダーなど）

各診療科の先輩
ドクターズクラーク

個人スキルアップ（担当科の検査、用語の理解など） 谷田、目黒

新人指導（基本業務を新人に指導）
各診療科の先輩
ドクターズクラーク

他科との連携（他科、他職種と連携し仕事をスムーズに行う） 金井、倉田

医療文書の作成（難易度の高い文書の作成、新人が作成した文書のチェッ
ク）

服部、谷田

診療録の代行入力（医師と患者の会話から診療内容を把握し予想される
オーダー、病名登録を行う）

目黒、若林

個人スキルアップ（医療用語、薬剤、疾病等についての知識を高める） 服部、若林

医療の質の向上に資する事務作業（医師の臨床研究の準備作業、市販後調
査など）

倉田、目黒

サマリ作成（典型的な症例、パス入院など） 金井、谷田

複数の科を担当（診療科の特性により業務内容が変化するため、複数科を
担当できるようにする）

服部、目黒

個人スキルアップ（医療知識を深めると共に、院外研修等に参加し他院との
交流により仕事の幅を広げる）

金井、若林

がん登録、DPC導入に向けて知識の向上を計る 服部、若林

具体的取組内容

対策①：新入職～1年目

対策②：2年～3年

対策③：4年～5年



 

  
 

参考情報の紹介 
 
参考情報が掲載されている下記ホームページ･アドレスを掲載予定 

• 厚生労働省において次年度以降に開設を予定している、医療分野の「雇用の質」向

上に関連するホームページ･アドレス 
• 日本医師会ホームページ内の関連するサイト 
日本看護協会ホームページ内の関連するサイト 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「これから勤務環境改善の取組を始めたい」 
「勤務環境改善マネジメントシステムを導入し、効果の 
ある取組を進めたい」医療機関の経営者・管理職を対象に、 
勤務環境改善の取組の進め方や取組事例をご紹介しています。 
厚生労働省のホームページでもご覧になれます。 
どうぞご活用ください。 

 

厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/ 
「医療分野の「雇用の質」向上のための勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き」

に関するお問い合わせ 
厚生労働省 医政局 総務課 医療勤務環境改善推進室 
（TEL：０３－５２５３－１１１１） 

医療分野の「雇用

の質」向上のため

の勤務環境改善マ

ネジメントシステ

ム導入の手引き 


